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はじめに 

 

少子高齢化や情報化の進展、また経済のグローバル化など、生活環境を取り

巻く情勢は急激に変化しており、日本社会は大きな転換期に差し掛かっていま

す。さらに、格差社会や貧困の連鎖による負の再生産も大きな社会問題になり

つつあります。 

滋賀県野洲市の生活困窮者自立促進支援モデル事業は平成 23、24 年度に実施

したパーソナル・サポート・モデル事業を発展的に継続させた事業です。特に

借金など生活困窮や生活面での不安定などを持つ人を対象として、「おせっか

い」することを合言葉にして寄り添いながら伴走し、市役所内の関係部署はも

とより、市内外の関係機関、ＮＰＯ団体などと密接に連携して、「一人ひとりを

包摂する野洲市の仕組みづくりの実現」を目標として実施してきました。 

この事業は、野洲市民に対するセーフティーネットのプレミアムサービスで

あるとも位置づけています。救急車や消防車、消火栓整備、さらには公共施設

の耐震対策などと同様にすべての市民のために必要不可欠なセーフティーネッ

トであると考え、事業を進めています。 

今年度においても一昨年度から引き続き実施している事業だけでなく、「やす

ワーク」を活用した就労支援など新たなしくみも追加し展開させ、歩みながら

考えこの事業に取り組んできたところであり、昨年度に加えてさらに大きな成

果がありました。 

平成27年度から生活困窮者自立支援法による事業が義務づけられることにな

りますが、この事業で培ったノウハウを生かし、さらに野洲市役所が一丸とな

って関係機関やＮＰＯ団体等と連携して地域全体のネットワークを充実させる

ことを目指して様々な事業に取り組んでいきます。皆様の一層のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 

 

平成２６年７月 

野洲市長 山仲 善彰 
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 ●野洲市生活困窮者自立促進支援モデル事業とは 

野洲市生活困窮者自立促進支援モデル事業は、平成23年度から取り組んでき

たパーソナル・サポート・サービスの取組みを基本とし、市役所の総合力で相

談者の発見、生活再建支援を実施します。併せて、市役所と民間との協働によ

り、生活困窮者と生活困窮者を取り巻く地域全体への働きかけを通じて、生活

困窮からの脱却・自立を目指す地域の仕組みづくりを目的として実施しました。 

 

●平成25年度事業実績について 

１．相談支援事業について 

（１）相談者の属性 

・ 25年度1年間の新規の相談者人数（実数）は、243人です。また23年度から通

しての相談者人数（実数）の総数は、740人になりました。 

・ 相談延べ件数は、25年度は4,663件です。また23年度から通しての相談延べ

件数は10,344件となりました。この相談延べ件数については、相談者との面

談や支援対応のほか、関係部署や支援機関、家族等との状況確認やケース会

議等の対応件数も含まれています。 

 

※以下の各表・グラフの数字については、平成23・24年度の報告書から数字を

修正しています。 

 

 

 

 

H24末 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
継続 - 497 518 541 557 572 590 607 635 654 671 690 717
新規 497 21 23 16 15 18 17 28 19 17 19 27 23

総数 497 518 541 557 572 590 607 635 654 671 690 717 740
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・相談者の性別で見ると、男性89人（36.6％）、女性154人（63.4％）となって

おり、前年に比べ女性からの相談者が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 年代別では、30歳代と40歳代で132人（54.3％）と、相談者の半数以上を占

めています。前年に比べると、30歳代が55人から76人（38％増）に増加して

いるのが目立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計 H25合計 H23 H24 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

男 308 89 108 111 6 10 5 7 8 10 12 8 4 4 5 10
女 432 154 162 116 15 13 11 8 10 7 16 11 13 15 22 13
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 740 243 270 227 21 23 16 15 18 17 28 19 17 19 27 23

性
別

総合計 H25合計 H23 H24 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

２０歳未満 14 4 4 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
２０歳代 82 26 26 30 3 1 1 1 1 1 3 1 0 6 5 3
３０歳代 196 76 65 55 7 5 5 6 5 7 12 3 4 5 9 8
４０歳代 195 56 87 52 5 3 3 4 7 3 7 5 3 4 4 8
５０歳代 104 32 36 36 1 5 5 1 1 1 1 3 5 2 4 3
６０歳代 94 27 35 32 3 2 2 3 2 2 3 4 4 0 2 0
７０歳以上 55 22 17 16 1 7 0 0 2 3 1 2 1 2 3 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 740 243 270 227 21 23 16 15 18 17 28 19 17 19 27 23

年
代

89
36.6%
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63.4%

性別

男 女

4
1.6% 26

10.7%

76
31.3%56

23.0%

32
13.2%

27
11.1%

22
9.1%

H25年代別

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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・男女別の年代を見ると、男性、女性とも30歳代が一番多くなっています。特

に、女性の30歳代、40歳代が非常に多く、2つを合わせると96人（39.5％）と

なります。毎年ですが、ひとり親家庭の就労支援を実施する子ども家庭課か

らの紹介件数が多いことが要因と考えられます。 
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・問題区分は仕事183件、生活176件と例年この２つの項目が多くなっています。 

・全相談者243人で全問題区分764個を割ると、3.14個となります。やはり、生

活困窮者は複数の課題を抱えていることがこの数字からもわかります。 

・メンタルヘルスの問題区分は74人となっています。この中には、精神疾患、

知的障がい、発達障がい、ひきこもり、薬物犯罪による刑余者となっています。

また、医療機関に受診はしていないが、精神不安定やコニュニケーション等に

課題のある人も含まれます。これは相談者合計数243人のうち74人（30.5％）と

なっており、精神等に課題のある相談者が3割を占めています。健康推進課や障

がい者自立支援課、発達支援センター等と連携して支援をしていますが、今後

の課題として、ひきこもりについての支援の仕組みを整備することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題区分 内容 

仕事 失業・労働問題など 

生活 衣食住の欠如など 

健康 疾患・けがなど 

メンタルヘルス うつ・発達障害・依存症など 

家族や地域との関係 ＤＶ・虐待・暴力被害など 

教育 不登校・いじめ・中退・基礎学力未習熟など 

法律・経済的 事業不振・多重債務・滞納など 

183 176

79 74

109

21

98

24

問題区分

総合計 H25合計 H23 H24 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
仕事 554 183 183 188 17 13 16 10 12 12 22 16 11 15 19 20
生活 514 176 176 162 15 17 12 12 15 17 23 13 14 9 13 16
健康 216 79 61 76 7 11 4 4 5 3 10 6 7 8 6 8

メンタルヘルス 240 74 92 74 8 8 4 5 8 4 9 3 5 6 5 9
家族、地域との関係 337 109 138 90 9 12 7 8 10 10 13 8 9 6 10 7

教育 73 21 25 27 3 2 0 0 3 1 3 0 2 2 2 3
法律・経済的 339 98 146 95 10 11 5 9 9 10 15 7 8 4 6 4
その他の問題 53 24 21 8 3 4 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2

問
題
区
分

（
複
数
回
答

）
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・男女と問題区分を比べると、女性のほうが、仕事、生活に関する相談割合が

多くなっています。また、男性は法律・経済的問題が女性に比べ多くなってい

ます。 

 

 

 

 

・年代と問題区分を比べると、20歳代では仕事に関する相談が35.3％と他の年

代に比べ高くなっています。70歳以上では、仕事に関する相談が8.2％と一ケタ

台になりました。 

～２０歳 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上

その他の問題 0.0% 1.5% 3.0% 3.8% 4.1% 3.2% 2.7%

法律・経済的 10.0% 4.4% 12.6% 11.5% 13.4% 16.0% 20.5%

教育 15.0% 2.9% 3.5% 3.3% 0.0% 0.0% 2.7%

家族、地域との関係 20.0% 11.8% 13.9% 11.5% 13.4% 17.0% 20.5%

メンタルヘルス 10.0% 11.8% 10.9% 11.0% 8.2% 7.4% 5.5%

健康 10.0% 13.2% 6.5% 9.9% 11.3% 12.8% 16.4%

生活 20.0% 19.1% 23.5% 24.2% 23.7% 22.3% 23.3%

仕事 15.0% 35.3% 26.1% 24.7% 25.8% 21.3% 8.2%
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（２）相談経緯 

・相談に繋がった経緯としては、他部署・他機関からの紹介が120人で、全体の

49.4％と約半数となっています。これは市役所の各課が連絡を密にして支援

する連携の仕組みが要因だと考えます。しかしながら、昨年に比べると昨年

は、147人（64.8％）であり、15.4％の減少となっています。 

・一方、直接窓口に相談に来られた相談者は63人（25.9％）で、昨年の23件に

比べると大幅に増えています。これは、ハローワークの就労支援と市役所の

生活支援を一体的に提供するアクションプラン「やすワーク」の本格実施に

よるものだと考えられます。 

・しかしながら、平成23年からの積算では、他部署・他機関が454件（61.4％）

となっており、依然、関係機関からの紹介が中心となっています。 

 

63

25.9%

9

3.7%
0

0.0%

1

0.4%
0

0.0%

37

15.2%

120

49.4%

8

3.3%
0

0.0%

5

2.1%

相談経緯（平成25年度）

直接 広報 ポスター
インターネット テレビやラジオ 家族や知人

 
 

111

15.0%

34

4.6%

0

0.0%

3

0.4%

0

0.0%
90

12.2%

454

61.4%

31

4.2%

0

0.0%

17

2.3%

相談経緯（平成23年度～平成25年度）

直接 広報 ポスター
インターネット テレビやラジオ 家族や知人
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（他部署、他機関分析） 

・ 他部署・他機関からの紹介で一番多いのが、子育て家庭支援課（32人）で、

26.7％を占めています。子育て家庭支援課では、ひとり親家庭の就労や日常

生活等の支援をするため、ひとり親自立支援プログラム策定員、ひとり親自

立支援員を配置し相談を受けているところから、相談者の連携の要因となっ

ています。昨年度（29人）19.7％に比べても増加傾向にありますが、やすワ

ークの本格実施による就労支援の強化によるものと考えられます。 

・ 二番目に多いのが、納税推進室（19人）15.8％となっていますが、これは、

「多重債務者包括的支援プロジェクト」として、税金等を滞納している市民

に対し、なぜ滞納しているのか理由を聞き取ることで、借金等を発見すれば、

市民生活相談室に連携し債務整理につなげる仕組みの効果によるものです。

この仕組みは、納税推進室だけに限らず、徴収業務のあるすべての課・室が

参画し取り組みを進めています。 

・ 続いて多いのが、社会福祉課（17人）で14.2％となっています。社会福祉課

は、生活保護制度や第二のセーフティネットである住宅支援給付制度を所管

しているところから、受給者等の就労や生活問題などの相談につなげること

ができました。 

・昨年度に比べ、新たに9つの関係機関から紹介をうけ、今年は30機関からの相

談者をつないでもらうことができました。 
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（３）支援内容 

・平成25年度において、支援を行った延べ件数は、4,663件です。 

・そのうち、支援対象として本人が一番多く3,655件（78.4％）となっています。 

・続いて、行政関係との連絡調整等が多く、471件（10.1％）となっています。 

・相談形態は来所が一番多く、1,478件（31.4％）となっており、面談による相

談が重点的に行われたと思われます。 

・次に、関係機関連携による支援が続き、1,114件（23.7％）となっています。 

・やすワークによる相談は、874件（18.6％）です。事業の効果については、後

述します。 
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・相談内容は、仕事2,630件が一番多く、続いて、生活2,387件となっています。 

・複数回答であるため、割合はわかりませんが、仕事や生活を相談のきっかけ

とし、さまざまな相談に対応していることがわかります。 

 

 

 

※支援内容に関する関係機関 

・1件ずつの支援の実施に際し、多くの場合、関係機関と連携して一緒に支援を

行っています。今年度は、60機関と連携して支援を行いました。 

・市役所内の関係機関との連携回数は、2,482回で一番多く連携した課は社会福

祉課で949回です。次に多いのは子育て家庭支援課で417回（家庭児童相談室92

回）、健康推進課233回、納税推進室176回、となっています。 

・社会福祉課との連携において、生活保護の申請につなげ、生活保護の受給に

至った件数は9件です。 

・次いで、障がい者自立支援課85回、高齢福祉課51回（地域包括支援センター

47回）となっており、生活困窮者の相談に障害者や高齢者の相談が多くかかわ

っていることがわかります。 

・外部機関との連携回数は、1,922回で、ハローワークが一番多く、1,210回で

す。これは、やすワークの本格開始による影響によるものと考えられます。 

・次に法律家との連携が多く、254回となっています。ほかに、保護司や裁判所、

労働基準監督署などとも連携しており、法律関係の力を必要とする相談が多く、

2630
2387

600

1161

613

32

922

58

相談内容（複数回答）
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法律家とのネットワークが重要です。困窮者支援を進める上で、法律家の力が

欠かせないことから、今後も連携を強化していきます。 

・次に社会福祉協議会153回、病院109回、不動産管理会社46回となっています。

いずれも、支援を進めていくうえで貸し付けや医療の提供、住まいの確保など

密接な関係にある支援機関です。 

・今年度は他市町村と一緒に支援を行うことも16回あり、全国的に始まる、生

活困窮者自立支援法（平成25年度は生活困窮者自立促進支援モデル事業）の影

響かと考えられます。 
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２．就労相談支援について 【やすワークの開設】 

・ 平成 23年度のパーソナル・サポート・サービス モデル事業から実施してきた就職ナ

ビゲーター事業を拡充するため、25 年度は、野洲市と厚生労働省滋賀労働局（ハロー

ワーク）と一緒に就労・生活支援を進める「やすワーク」を庁舎本館 1階に開設しまし

た。これは、内閣府の「アクションプラン」を活用して、ハローワークの就職支援と野

洲市の生活支援を一体的に提供する取り組みで、「生活困窮者等を対象とした就労支援

を一体的に実施するための協定」（平成 25年 4月 1日締結）に基づき、野洲市の生活困

窮者自立促進支援モデル事業として実施しています。 

・ 9 月 30 日まではハローワーク草津の就職支援ナビゲーターの出張相談という形で週 3

日間 10：00～16：00の開設時間で運営しました。10月 1日からは、ハローワークの求

人情報を検索・提供する窓口端末機器・求人情報端末機器も完備して、毎日開所し、市

民生活相談課職員 1人、ハローワーク草津の職員 1名が常駐して本格稼動しています。 

・ 各部署（商工観光課、社会福祉課、子育て家庭支援課、地域総合センター、市民交流

センター、健康推進課、障がい者自立支援課）の就労支援制度の担当者と連絡を取り合

って、ハローワークから市役所に派遣されている就職支援ナビゲーターと密に連携しな

がら、就労に結びつく支援を行いました。 

・ 就職支援ナビゲーターによる就職面談を受けたのは、191人（実人数）、延べ874件であ

り、1人当たり約4.6回の相談回数となっています。その内、145人が就労決定し、昨年

（88人）に比べ64.8％増加しており、就労支援がより効果的に実施できた成果といえま

す。やすワークでは、相談者が市役所の落ち着いた環境で１時間の就労相談・情報提供

を受けることができること、また各部署の支援する担当者等が同席して相談対応するこ

とで、情報共有ができてスムーズな連携支援に繋がるなど、などメリットが多く、就労

支援において、非常に有効です。 

・ また、この145人の属性については、ひとり親家庭（35.1％）、生活保護受給者（16.6％）、

住宅手当受給者（17.9％）、その他生活困窮者（49.7％）となっており、様々な課題の

ある相談者の就労支援に対して、市役所内における連携の成果があったといえます。 

・ 雇用形態については、就職決定者の内、正社員が22人、正社員以外（パート、臨時社

員、契約社員など）が123人となっています。正社員の雇用形態が少ないというよりは、

生活保護やひとり親家庭、障がい等、様々な課題のある相談者が、自立した社会参加に

向けて就労決定し、第一歩を踏み出したことの成果が大きいと考えます。ただ、こうし

た課題のある相談者については、就労決定後も継続した支援が課題となります。 

 

やすワーク  

予約制 １日５枠（１人４５分） 

       

相談者人数（実数） １９１人 

相談件数（延べ数） ８７４回 

就職決定者数 １４５人 
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・就職決定者145人の分析 

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 

男 0 15 37 54 22 16 1 

女 0 2 5 16 6 12 1 

合計 0 13 32 38 16 3 0 

 

 男 女 

正社員 8 14 

正社員以外 35 88 

 

紹介機関 就職決定者人数 （内）正社員人数 

子ども家庭課 39 6 

社会福祉課 34 7 

商工観光課 0 0 

市民生活相談室 64 7 

納税推進室 7 1 

健康推進室 1 0 

 

属性（重複回答） 就職決定者人数 （内）正社員人数 

生活保護受給者 24人 4人 

住宅手当受給者 26人 7人 

障がい者 1人 0人 

ひとり親家庭 51人 7人 

寡婦 5人 0人 

その他（ひきこもり等） 72人 10人 

 

職種 就職決定者人数 （内）正社員人数 

製造業 68人 3人 

一般事務 27人 7人 

医療・介護職 13人 6人 

調理師または補助員 6人 1人 

接客販売 13人 2人 

清掃・施設管理 12人 0人 

その他 

（運送業、農作業、塾講師など） 
6人 3人 
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※考察：やすワークの真の効果？ 

ハローワークの就労支援と市役所の生活支援を一体的に提供するため、設置

したやすワークですが、今年度は145名の就職者を出すことができました。その

中でも、生活保護を受給している就職決定者24名のうち、4名が生活保護から自

立をすることができました。残りの20名も生活保護費の抑制につながり、その

他の課題を抱えている世帯にも同様の効果があると思われ、非常に効果のある

事業と感じています。 

しかし、生活困窮者の多くは複数の課題を抱えていることもあり、なかなか

仕事に定着することが難しいことがあります。やすワークからの就職者も一度

は就職したものの数日で辞めてしまうケースもありました。 

 しかしながら、就労支援と生活支援を一体的に提供しているやすワークの本

当の効果はこれからで、離職をしてしまったケースについても、そのままにな

らず、後追いすることができるのです。 

 母子の相談者であれば子ども家庭課の相談員が、生活保護の相談者であれば

社会福祉課の職員が、ずっと寄り添って相談を継続しているから再度、就労支

援につなげることができます。実際、生活保護の相談者のうち、離職してしま

った？？ケースのすべてが再度やすワークの利用につながり、再就職をしてい

ます。 

もちろん、早期に離職にならないようジョブマッチングを図ること、定着支

援を強化していくことも重要ですが、就職がゴールでなく通過点として、生活

再建の視点で伴走支援を続けていく重要性を感じる今年度の結果となりました。 
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３．弁護士による困難事例検討会の実施について 

  

 滋賀弁護士会から弁護士の派遣を受け、それぞれが抱える解決困難な事例に

ついて、各部署が集まり弁護士のアドバイスを受ける等、毎月１回（年間11回

開催）困難事例検討会を開催しました。様々な事例が寄せられましたが、この

検討会を実施することで、各部署・支援機関の情報共有や連携強化と支援を担

当する職員のスキルアップに効果があったと考えています。 

全11回の参加機関は、市役所が13部署、外部機関が12機関となっています。

様々な課題がある相談事例について、解決のためには、連携して支援すること

の重要性がわかります。 

 

◆ 参加機関（全11回開催） 

市役所内 外部関係機関 

教育委員会 弁護士 

家庭児童相談室 民生児童委員 

高齢福祉課 ＮＰＯ法人成年後見センターもだま 

地域包括支援センター 学童保育所 

社会福祉課 保育園 

発達支援センター 中央子ども家庭相談センター 

ふれあい教育相談センター 小学校 

健康推進課 中学校 

地域生活支援室 高等学校 

住宅課 福祉サービス提供事業所（作業所） 

子育て家庭支援課 介護サービス事業所 

障がい者自立支援課 野洲市社会福祉協議会 

市民生活相談室  
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回 相談日 弁護士名 内容 

１ 5月17日 小原卓雄 
朽ち果てた建物に居住し立ち退きをしない高齢者の

支援について 

２ 6月21日 樋口真也 
子ども4人の養育を拒否する両親と多額の住宅ロー

ン返済が困難な祖母への家庭支援について 

３ 7月19日 石川賢治 
生活保護を頑なに辞退する精神障がいのある女性に

生活保護を継続的に受給してもらう方法について 

４ 8月16日 白木優 
外国籍の母親で息子への虐待行動を繰り返す家庭の

支援について 

５ 9月20日 古山力 

夫が刑務所に服役中の生活保護受給する女性に対し

大家が賃貸借契約の解約通告することの効力につい

て 

６ 10月18日 永芳明 
生活保護受給世帯の大学進学を目指す子どもの学費

と自立のための施設入居の支援について 

７ 11月15日 稲田ますみ 

離婚に伴う公営住宅の引継ぎと障がいのある子ども

を抱える知的障がいが疑われる母親への支援につい

て 

８ 12月20日 宮原務 
重度知的障がい者の障がい福祉サービス契約のトラ

ブルについて 

９ 1月18日 杉山佐枝子 
クラブ活動等トラブルによる親子の関係悪化につい

て 

10 2月25日 俣木徹 
猟銃を持ちだして脅迫する自分名義の土地・母屋に

住む息子とのトラブルについて 

11 3月14日 田嶋明日香 

自営業が経営不振で多重債務にある息子が母親の介

護サービス料を滞納し入浴サービス等提供が困難な

世帯の支援について 
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4．シンポジウムについて 

 

前述のハローワークとの一体的実施施設である「やすワーク」について就職

情報の検索端末、紹介端末を設置し、10月1日から本格実施することを受け、市

民や支援機関に広く「やすワーク」を周知するため、「やすワーク開所シンポジ

ウム」を開催しました。 

多くの参加者にお越しいただき、「理解できた」「期待している」との声を聞

くことができ、周知の効果がありました。 

 

やすワーク開設記念シンポジウム結果 

 

【シンポジウムの目的】 

 市民・支援関係者・機関等に広く「やすワーク」を周知すること 

 

【題名】生活困窮者自立促進支援モデル事業シンポジウム 

    「やすワーク」が開設しました！！ 

  市役所とハローワークのコラボレーション～就労支援と生活支援～ 

 

【日 時】  平成25年9月7日（土）午前10：00～12：00 

 

【会 場】  市民活動支援センターホール 

 

【プログラム】9:30受付  10:00開始 ～12：00終了 

 

１．開会の挨拶  市長 10：00～10：05 

 

２．野洲市の取り組む生活困窮者支援について（アクション・プランを含む）

10：05～10：20（市民生活相談課 宇都宮） 

 

３．講演「生活困窮者支援に求められるもの～おせっかいの野洲方式～」 

10：20～10：55  

  講師 京都府立大学公共政策学部教授 小沢修司 氏 

 

４．パネルディスカッション 11：00～ 

  ・登壇者  京都府立大学公共政策学部教授    小沢修司 氏 

        労働局草津公共職業安定所      宮本善彦 氏 

        野洲市長              山仲善彰 氏 

  ・コーディネーター  市民生活相談課      生水裕美  

   

５・閉会の挨拶  ～12：00 
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【参加者】  73名 

 

【属 性】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パネルディスカッション要約】 

・就労支援と生活支援の一体的提供の重要性はもちろんのこと、自立の多様性、

起業支援の必要性、一人も救えない制度は誰も救えない、まずは目の前の相談

者を徹底的に支援することが重要であること、野洲市は国の財政支援がなくて

も生活困窮者支援について進める。 

 

 

 

  市内 市外 無回答 合計 

民生委員 17 0 8 25 

行政職員 7 19 0 26 

NPO 1 1 0 2 

その他 3 12 1 16 

無回答 3 1 0 4 

合計 31 33 9 73 

男 26 

女 20 

無回答 2 

合計 48 

30歳代 3 

40歳代 8 

50歳代 12 

60歳代 23 

70歳代 2 

合計 48 

理解できた 26 

おおよそ理解できた 22 

あまり理解できなかった 0 

全く理解できなかった 0 

無回答 0 

合計 48 

大いに期待する 46 

まあまあ期待する 2 

あまり期待できない 0 

まったく期待しない 0 

無回答 0 

合計 48 
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【感想】 

ハローワークを市の様々な課とつないで新たな政策が生まれることを期待します。 

大変示唆にとんだお話でした。山仲市長だからできる事なのか、生水さんだからできる事なのか…と

やはり平凡な行政職員はついつい引き気味に感じてしまうのが悲しいところです。お話の中で素晴し

い野洲市の未来が見えつつも、日々の仕事にどう生かしていけるのか、会場を出た時からヒラメキと

いうようなことになるのが理想ではあるのですが…。これからもよろしくお願いします。母校である府

大の小沢先生にお話がきけたのもとてもうれしかったです。 

市長の話しを直接聞くことで野洲市民としての実感が初めてわいた気がします。こういった参加しや

すいものと市長の出番が多いことを今後希望したいです。 

市長の言葉に感動した。 

昨今、クローズアップしている「ブラック企業」への取り組み…企業名公表、指導等を前向きにお願い

したい。 

一人の為に全員で！！ 

全体的にわかりやすい内容でよかった。 

生水さんや相談課のみなさんのご努力もすごいですが、市長のすばらしさに感動しました。ますます

の発展を期待したいと思います。 

うつのみやさんがすごい。 

難しい話は苦手だから、脱皮したとても朗らかな雰囲気のもとで身近に感じとれるものでした。市役

所の職員さんも、とてもやわらかな人が成長してきました。 

退職後、草津ハローワークに通わせてもらったので、親しみをもってお話を聞かせてもらいました。

「やすワーク」すばらしい取り組みだと思います。今後の活動に大いに期待します！ 

市役所の活発な活動に感心しました。 

参加できてとても良いお話を聞かせて頂きました。ありがとうございました。 

行政の役割り仕組みの話題が多く、職員さん対照課題が多かった。ワーク窓口での実例、具体例が

聞きたかった。 

いろいろな課題をかかえた相談者を一体的に支援を行うことは画期的なことと思います。縦割りであ

れば、一方向のみの支援になってしまうことが、全ての解決に向けての支援ができるため、このやす

方式が全国に広がることを願います。但しそのためには、人員の手当が必要であると思います。（ス

タッフが足りない。） 

良く理解出来ました。 
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アクション・プラン「やすワーク」開設記念シンポジウム （平成 25年度 野洲市生活困窮者自立促進支援モデル事業） 

平成 25年 9月 7日（土）10：00～12：00 市民活動支援センター ホール 
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アクション・プラン「やすワーク」開設記念シンポジウム （平成 25年度 野洲市生活困窮者自立促進支援モデル事業） 

平成 25年 9月 7日（土）10：00～12：00 市民活動支援センター ホール 
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野洲市市民相談総合推進委員会設置要綱 

平成 23年６月 15日 

告示第 113号 

改正 平成 24年３月 26日告示第 45号 

平成 24年６月１日告示第 116号 

平成 25年３月 29日告示第 34号 

平成 26年４月１日告示第 29号 

（設置） 

第１条 この告示は、社会問題化している自殺、生活困窮、人権侵害等の市民生活に関

する深刻な問題に対し、関係課等が連携し、問題を解決するための積極的な施策の推進

及び生活再建の支援を図るため、野洲市市民相談総合推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 委員会は、市民相談に関する次に掲げる事項について協議する。 

(1) 問題の解決のためのネットワーク形成及び具体的な対応策に関すること。 

(2) 啓発活動に関すること。 

(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向上に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、市民部長をもって充てる。 

３ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、会

議の議長となる。 

２ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

 

（情報等の管理） 

第５条 委員長及び委員は個人情報の取り扱いについて、野洲市個人情報保護条例（平

成 16年野洲市条例第 10号）に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援

及び解決に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、次に掲げる部会を設けることができる。 

(1) 多重債務対策連絡部会 

(2) 自殺防止対策連絡部会 

(3) 人権対策連絡部会 

２ 前項に掲げる部会の構成員及びその長は、委員の中から委員長が指名する。 

３ 第４条の規定は、部会における会議について準用する。この場合において、同条中

（資料１） 
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「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とある

のは「部会の委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、市民部市民生活相談課において処理する。 

（平 25告示 34・一部改正） 

 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 23年６月 15日から施行する。 

（野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱及び野洲市多重債務対策連絡会議設置

要綱の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

(1) 野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱（平成 16年野洲市告示第 146号） 

(2) 野洲市多重債務対策連絡会議設置要綱（平成 21年野洲市告示第 150号） 

付 則（平成 24年告示第 45号） 

この告示は、平成 24年４月１日から施行する。 

付 則（平成 24年告示第 116号） 

この告示は、平成 24年６月１日から施行する。 

付 則（平成 25年告示第 34号） 

この告示は、平成 25年４月１日から施行する。 

付 則（平成 26年告示第 29号） 

この告示は、平成 26年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（平 24告示 45・平 24告示 116・平 25告示 34・平 26告示 29・一部改正） 

政策調整部企画調整課職員 

総務部人事課職員 

総務部総務課職員 

総務部人権施策推進課職員 

総務部人権センター職員 

総務部野洲地域総合センター職員 

総務部市民交流センター職員 

総務部税務課職員 

総務部税務課納税推進室職員 

市民部生活安全課職員 

市民部協働推進課職員 

市民部市民生活相談課職員 

健康福祉部社会福祉課職員 

健康福祉部障がい者自立支援課職員 

健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室（障がい者虐待防止センター）職員 

健康福祉部子育て家庭支援課職員 
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健康福祉部こども課職員 

健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室職員 

健康福祉部高齢福祉課職員 

健康福祉部健康推進課職員 

健康福祉部保険年金課職員 

都市建設部住宅課職員 

環境経済部環境課職員 

環境経済部商工観光課職員 

環境経済部上下水道課職員 

教育委員会事務局教育総務課職員 

教育委員会事務局学校教育課職員 

教育委員会事務局人権教育課職員 

教育委員会事務局生涯学習スポーツ課職員 

野洲市地域包括支援センター職員 

野洲市子育て支援センター職員 

野洲市ふれあい教育相談センター職員 

野洲市発達支援センター職員 
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野洲市多重債務者包括的支援プロジェクトについて 

 

○目的 

  経済状況の低迷に伴い、生活困窮者が増加している中で、市税等を滞納し

ている市民が多重債務に陥っていないかを積極的にお尋ねし、該当すれば債

務整理と併せて各課連携のもと生活再建を図り、結果として収納率の向上を

図ろうとするものです。 

 

  ここまでは、平成 19 年 4 月に国の多重債務者対策本部で決定された「多重

債務問題改善プログラム」に基づき、本市においても従来からの多重債務対

策連絡会議で取り組みを進めてきましたが、今回のプロジェクトでは、もう

一歩進めた取り組みとするため、特に税や使用料等の徴収を行う部門をプロ

ジェクトチームメンバーとして、情報交換等により横の連携を図り、「チーム

市役所」として多重債務者の掘り起こしや、債務整理の決断説得、税や使用

料等の滞納情報と分納計画の一元化をはかり、法律家の協力・支援を得て納

付を図るとともに、生活再建の支援を行政の総合的で取り組もうとするもの

です。 

 

○具体的な取組 

各課においては、従来以上に積極的に催告書への法律相談チラシ（多重債務

解説付き）の同封や、滞納している市民に接するときに、滞納理由が借金では

ないかと注意を払い、聴き取りのなかで多重債務に陥っている事がわかれば、

市民生活相談室に相談するように促し誘導をします。 

 

  市民生活相談室でカウセリングを実施し、聴き取った内容と、債務整理や

生活再建の目処等について、法律家の相談を紹介すると共に、プロジェクト

チームメンバーに情報提供し、これまで各部門が個別に行っていた請求をま

とめ、相談者の生活や家計も考慮した分納計画に役立てます。 

 

この際に、市役所と相談者との間で、個人情報取扱同意書並びに、過払い金

を回収した際に税金等を受任した法律家が納付して頂く、代理納付承諾書を

取り交わし､個人情報の保護に配慮します。 

 

  そして、債務整理を受任する弁護士等法律家と緊密に連携し、債務整理と

ともに過払い金等で税や使用料の計画的な納付につなげていきます。 

（資料２） 
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（資料３相談受付票） 
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（資料４）やすワーク受付票 
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（資料５） 
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野洲市と滋賀労働局が生活困窮者等を対象とした就労支援事業を 

一体的に実施するための協定 

 

         平成２５（２０１３）年 ４月 １日 

 

甲 

滋賀県野洲市小篠原 2100 番地 1 

 

野洲市長 山 仲 善 彰 

 

乙 

滋賀県大津市御幸町６－６ 

厚生労働省滋賀労働局 

滋賀労働局長 岡 﨑 直 人 

 

滋賀県野洲市（以下「甲」という。）と厚生労働省滋賀労働局（以下「乙」という。）は、

「アクション・プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」（平成２２年１２月２８日付け閣

議決定）に基づき、生活困窮者等を対象とした就労支援事業を一体的に実施するため、次

のとおり協定する。 

 

（基本理念） 

第１条 甲と乙は、生活困窮者等の就労を促進し自立を支援する観点から、この協定の実

施及び改廃に関して、互いに要望することができ、当該出された要望については、互いに

誠実に対応するものとする。 

 

（一体的実施を行う事業及び施設等） 

第２条 甲と乙は、生活困窮者等を対象とした就労支援事業を連携して一体的に実施する。 

２ 甲は、甲が管理する施設等を、前項の事業を円滑に実施するための施設として確保し、

市民生活相談に関する事務を所管する課がその管理を行う。 

３ 甲及び乙は、それぞれの権限と責任に応じて、前項の施設の運営に必要な備品及び機

器を設置する。当該施設の運営上必要な工事については、事前に甲及び乙が協議して負担

を決定する。 

４ 前２項の施設の名称は、「野洲生活困窮者等就労相談コーナー（以下｢コーナー｣とい

う。）」とする。 

 

（資料６） 
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（生活困窮者等を対象とした就労支援事業） 

第３条 甲は、コーナーに相談支援員（以下「サポーター｣という。）を配置し、乙は、就

職支援ナビゲーター（以下「ナビゲーター｣という。）を配置する。 

２ 前項のサポーターは、コーナーにおいて、ナビゲーターと連携して、各種相談、企業、

行政、施設からの情報収集と提供、連絡調整を行う。 

３ 第１項のナビゲーターは、コーナーにおいて、前項のサポーターと連携して、求人情

報の提供、職業相談及び職業紹介を行う。 

４ 第１項から前項までに定めるもののほか、第１項のサポーターとナビゲーターが連携

して、生活困窮者等のための就労促進に資する事業を行う。 

 

（生活困窮者等を対象とした就労支援事業） 

第４条 甲は、市民生活相談課に配置する担当職員、家計再建支援員、相談支援員及び市

民相談総合推進委員会に関係する担当職員に各種相談等を実施させ、能力・意欲を一定

程度有し、早期の適切な就労支援により自立の可能性が見込める対象者をコーナーに連

絡・誘導し、チーム支援に参加させる。乙は、コーナーに配置したナビゲーターに、チ

ーム支援の実施、求人情報の提供、職業相談及び職業紹介を行う。 

 

（生活困窮者等を対象とした就労支援事業運営協議会） 

第５条 甲及び乙は、生活困窮者等を対象とした就労支援事業の円滑な運営に資するため、

就労支援事業運営協議会（以下、｢協議会｣という。）を共同で開催する。 

２ 協議会は、以下に掲げる者により構成し、必要に応じて関係者の出席を求めることが

できることとする。 

（１）甲の指名する野洲市職員 

市民部長 

健康福祉部社会福祉課長 

健康福祉部子育て家庭支援課 

環境経済部商工観光課長 

（２）乙の指名する滋賀労働局職員（草津公共職業安定所職員を含む） 

滋賀労働局職業安定部求職者支援室長 

草津公共職業安定所主任就職促進指導官 

（３）野洲市及び滋賀労働局の合意によって選定した地域労働者団体の者 

連合滋賀第 3 区地域協議会事務局長 

（４）野洲市及び滋賀労働局の合意によって選定した地域使用者団体の者 

野洲市商工会副会長 

 （５）福祉関係団体の者 

野洲市社会福祉協議会福祉企画課長 
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３ 協議会の会長は甲の市民生活相談に関する事務を所管する部長とする。 

４ 会長は、協議会の議事を統括する。会長が都合により協議会に出席できない場合、そ

の他協議会の議事を統括できない場合は、会長があらかじめ指名した協議会の構成員が

代理する。 

５ 協議会の議事は、会長（前項後段の場合は当該代理する者。以下この項において同じ。）

を除く出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決する。 

６ この協定に定めるもののほか、協議会の議事については、協議会の議決により定める。 

 

（協議会の開催等） 

第６条 協議会は、年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ）ごとに

１回は開催し、コーナーの前年度の事業報告及び当該年度の事業計画を調査審議する。

この場合において、年度末に事業実績見込みでの当該年度の事業報告を調査審議し、同

時に翌年度の事業計画を調査審議することもできるものとする。 

２ 前項の事業計画及び事業報告は、原案を甲と乙（草津公共職業安定所）が該当部分を

作成し、甲及び乙が合意した上で、共同で協議会に提出する。 

３ 甲及び乙は、コーナーの運営に関する重大事項に関しては、事前に協議会の議事にか

けなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会は、甲もしくは乙の要請に応じ、または自ら判断

して、コーナーの運営について調査審議した上で、意見表明する。 

５ 甲及び乙は、協議会の意見を最大限尊重しなければならない。甲及び乙は、協議会の

意見に従ったコーナーの運営のために必要な予算を確保するよう努めなければならない。 

 

（目標設定及び業績評価） 

第７条 協議会は、前条第１項の事業計画を調査審議するに当たり、数値目標を定めるも

のとする。 

２ 協議会は、前条第１項の事業報告を調査審議するに当たり、前項の数値目標を大きく

下回る事業がある場合、その他業績評価が低いと判断した事業がある場合には、当該事

業の改善策等を討議する。 

 

（広報） 

第８条 甲及び乙は、コーナーの広報を恒常的かつ積極的に実施する。 

 

（費用の負担） 

第９条 コーナーの管理に要する費用は、甲は光熱費を負担し、乙はハローワークシステ

ムの導入費用（電源工事に要する費用を除く。）、回線使用料及び消耗品費、乙の使用す

る通信費（電話・ファックスの基本料金・回線使用料）を負担する。 
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２ 機器の保守点検費及び修繕費は、その管理権限の所在に応じて甲又は乙が負担する。 

３ 事業の拡大等に伴い、コーナーの拡張又は移転等が発生した場合は、事前に甲、乙協

議のうえ、備品及び機器の移設工事等を負担する。 

４ 第３条及び第４条に規定する事業の運営に係る費用については、甲及び乙の関与の度

合いに応じて、甲、乙協議の上決定する。 

５ 第５条に規定する協議会の運営に係る費用については、甲、乙それぞれの所属の職員

に係る経費はそれぞれが負担し、その他の経費については、事前に甲、乙協議の上決定

する。 

 

（原状回復） 

第１０条 事業の全部又は一部が終了した場合、甲又は乙は、速やかに当該終了した事業

に係る機器（自らの管理権限を有するものに限る。）の撤収に係る原状回復を行う。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めるもののほか、コーナーの運営、管理等に関し必要な事項は、

その都度、甲、乙協議のうえ、決定する。 

 

附則 

１ この協定は、締結の日から施行する。 

２ この協定は２通作成し、甲、乙それぞれ各１通を保管するものとする。 
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平成２５年度「生活困窮者等を対象とした就労支援事業」事業運営計画 

 

１ 事業内容 

 （１）目的 

   野洲市及び滋賀労働局（草津公共職業安定所）は、連携して、野洲役所の市民生

活相談課窓口の一部に「野洲生活困窮者等就労相談コーナー（以下｢コーナー｣とい

う。）」を設置し、支援対象者に対して、職業相談及び職業紹介を実施するとともに

各種相談を行い、住民の福祉の増進と雇用の促進に資することを目的とする。 

  

（２）支援対象者 

   生活保護受給者、住宅手当受給者及び児童扶養手当受給者並びにその申請者及び

相談者（以下「生活困窮者等」という。）のうち就労支援が必要な者 

野洲市及び滋賀労働局（草津公共職業安定所）は、生活困窮者等が広く事業を活

用するよう、積極的に対象者への周知と誘導を行う。 

  

 （３）業務内容 

 コーナーには、職業紹介端末並びに求人情報提供端末を１台ずつ設置し、市民生

活相談課窓口に来所した生活困窮者等のうちハローワークの支援が必要な者に対し、

予約制により、職業相談、職業紹介、求人情報の提供を行う。 

① 市が実施する事項 

・ コーナー設置場所の確保 

     ・ 支援候補者に対する就労意欲の喚起 

・ 支援候補者のコーナーへの誘導 

     ・ ハローワーク担当者に対する個人情報の提供 

       （市役所とハローワークの間で個人情報を相互に共有することについて本

人の同意を得て実施） 

     ・ 必要に応じケースワーカー、就労支援員等による職業相談への同席 

     ・ その他 

② 国が実施する事項 

・ 就職支援ナビゲーターによる担当者制の個別支援 

     ・ 職業相談及び職業紹介 

     ・ 求人情報提供端末の設置 

     ・ 福祉事務所担当者に対する個人情報（求職活動状況）の提供 

（ハローワークと市役所の間で個人情報を相互に共有することについて本

人の同意を得て実施） 

     ・ その他 

（資料７） 
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 （４）設置場所 

野洲市役所市民生活相談課 

 

２ 業務運営体制 

（１）コーナー体制 

   ハローワークの就職支援ナビゲーター（草津公共職業安定所配置）１人と、野洲市

市民生活相談課の相談支援員（サポーター）１人で、業務運営を行う。 

 

（２）業務取扱日及び時間 

月曜日から金曜日まで（祝日および 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く。）の午前 8 時

30 分から午後 5 時 15 分までとする。（但し、12 時から 13 時までを除く。） 

 

（３）運営管理 

野洲市及び滋賀労働局（草津公共職業安定所）がそれぞれ設置した施設・設備等に

ついては、それぞれが管理を行うこととする。 

 

３ 業務開始時期（予定） 

  ４月１日からコーナーに就職支援ナビゲーターが週３日、巡回相談し業務を開始する

こととする。 

  ９月以降コーナーに求人情報提供端末及び紹介端末を設置し、常設による業務を開始

することとする。 

 

４ 事業目標 

  ４月～８月 

① 就労支援対象者数：４０人以上 

② 就労者数：２０人以上 

  ９月～３月 

① 就労支援対象者数：８０人以上 

② 就労者数：４０人以上 

 

 

  

 

 

 

 


